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様式９                                   

 

「富士見市新庁舎建設基本計画（案）」に対する意見募集の結果について 

令和６年３月２２日 

総務部 新庁舎整備室 

意見募集結果及び寄せられた意見に対する市の考え方について、次のとおり公表します。 

ご協力に感謝申し上げます 

【意見募集の集計結果】 

１ 意見募集期間 
令和 ６年 １月２３日（火曜日）から 

令和 ６年 ２月２２日（木曜日）まで 

２ 意見の件数         ８６件 

３ 意見提出方法 

ホームページ応募専用フォーム  １４人 

郵送 ０人 

ファクシミリ ３人 

直接持参 １人 

４ 反映状況 

Ａ 意見を反映し、案を修正したもの １件 

Ｂ 既に案で対応済みのもの ５件 

Ｃ 今後の参考とするもの ６５件 

Ｄ その他 １５件 

【募集意見】  （ 86 件） 

No 意見概要 市の考え方 
反映 
状況 

1 
【p.６の（４）職員数・議員数】 

「富士見市第６次基本構想」によ
る令和 42 年までの推移を５年毎に
示してほしい。 

令和７年度までは現在の職員数の
維持を目標としていますが、令和
42 年までといった長期の定員管理
の考え方は定めておりません。ま
た、議員数は「富士見市議会議員
定数条例」において 21 人と定めて
おり、現時点で変更の予定はない
ことから、ご提案の内容をお示し
することはできません。 
なお、新庁舎の規模については、
職員数の変化や働き方改革の推進
など考慮して検討を行ったものと
なっております。 

Ｄ 
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2 
【p.７の②目指すべき都市像】 

歩いて暮らせるまちを実現するた
めの具体的施策は何か。 

地域公共交通施策として、市内移
動の軸である民間路線バスと連携
し、民間路線バスを補完するため
に市内循環バスを運行しておりま
す。また、ドア to ドアで移動が可
能な民間タクシーに加え、デマン
ドタクシーの運行を行っているほ
か、駅周辺拠点の整備として、駅
前広場の整備や歩道整備などに取
り組んでおります。 

Ｄ 

3 
【p.12 の（２）新庁舎整備の方針
と導入機能】 

方針１から５までを総合的に実現
可能な建物として、１～２階はコ
ンクリート構造とし、３階以上は
木造構造を採用してはどうか。 

新庁舎の構造種別は、設計段階に
おいてコストや諸条件を勘案し、
検討してまいります。 

Ｃ 

4 
【p.13 の新庁舎の概算建設工事
費】 

「約 70 億円」としているが、最終
許容限度額はいくらと定めるの
か。 

事業費は物価変動による影響によ
り増減することが想定されること
から、現時点で明確な限度額を定
める予定はありません。ただし、
高いコスト意識をもって設計を進
めるなど、今後も事業費の抑制に
努めてまいります。 

Ｄ 

5 
【p.13 の新庁舎の概算建設工事
費】 

追加項目として新庁舎の維持管理
費を記載し、規模等の検討に役立
てることを望む。（５年毎の見込
みでも可。） 

現段階で、新庁舎の維持管理費を
算出することは難しいと考えてお
りますが、本計画（案）の中でも
お示ししているように、新庁舎の
整備を進める上では、イニシャル
コストだけでなくランニングコス
トへの影響に十分に配慮しなが
ら、各種仕様等を検討してまいり
ます。 
 
該当箇所：p.66 ７.事業計画 ７.
２ 概算事業費 （２）ライフサイ
クルコストの考え方 

Ｂ 

6 
【p.15 の３.３ 庁舎機能の集約
化】 

庁内連携が迅速円滑に行われるメ
リットがあると考える。 
教育行政と子育て支援や子ども医
療、男女共同参画（人権・市民相
談課）、障がい福祉課など、保護
者の置かれている状況に応じて、
いくつもの課が複合的にかかわら
なければならないことがある。職
員と利用者である市民にとって合
理的で公正な法令に基づき事務手
続きや相談を進める必要があると
考える。 

集約化による効果として、窓口機
能の分散化解消による市民サービ
スの向上や行政内部における連携
の強化などの事務事業の効率化、
働きやすさの向上が図られるもの
と考えております。今後において
は、基本計画に基づき、集約化に
向けて取り組んでまいります。 

Ｃ 
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7 
【p.15 の３.３ 庁舎機能の集約
化】 

新庁舎にすることに合わせて不要
になる施設やスペースを洗い出し
て、有効活用をする、もしくは維
持費の削減が図れるようにしてほ
しい。 

新庁舎整備に伴う庁舎機能の集約
化については、公共施設マネジメ
ントの取組でもあり、現庁舎の課
題解消だけでなく、施設に係るコ
スト削減にもつながると考えてお
ります。なお、集約化に伴う既存
施設の利活用については、引き続
き検討を進めてまいります。  

Ｃ 

8 
【p.20の１）窓口サービス】 

ワンストップにより１か所にいれ
ば手続きが完結するようにしてほ
しい。高齢者や子ども連れの方は
移動が大変なので、職員が出向い
てくれるとありがたい。 

来庁者にとって利便性が高く、ス
マートな窓口サービスが提供でき
る環境の整備に向けて、運用体制
を含め検討してまいります。 

Ｃ 

9 
【p.20の１）窓口サービス】 

窓口利用者が多い時には臨機応変
に対応できる職員とスペースを確
保してほしい。窓口が混雑してい
ても奥の方にこもっていて一切対
応をしてくれない金融機関なども
ある。呼出しのベルを鳴らしてす
ぐに出てきてくれないとストレス
になり、苦情にもつながる。呼出
しの電話は衛生面を考えると使用
を控えると思う。 

来庁者にとって利便性が高く、ス
マートな窓口サービスが提供でき
る環境の整備に向けて、運用体制
を含め検討してまいります。 

Ｃ 

10 
【p.20 の①窓口・待合、p.28 の①
執務空間】 

緊急の場合の対応や防犯の点から
も常に多くの職員の目で見守り、
監視していただける環境を作って
ほしい。 

ご提案の趣旨を踏まえ、執務ス
ペースや来庁者対応スペースなど
のレイアウト・設備などを今後、
検討してまいります。 

Ｃ 
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11 
【p.20 の１）窓口サービス 、そ
の他導入機能別の整備方針全般】 

列挙した項目が多いことはよいこ
とだが、各サービスを完全に行う
ことは無理があり、優先度を付し
て表示してほしい。（列挙してい
る事項については以下同じように
対応することを望む。） 
また、次のように変更柔軟性を持
たせる表現にする。 

・・・進めます。→進めるよう努
めます。 
・・・基本とします。→基本とす
るよう努めます。 
・・・検討します。→検討を行っ
てまいります。 
・・・図ります。→図るよう努め
ます。 
・・・活用します。→活用するよ
う努めます。 
・・・推進します。→推進するよ
う努めます。 
・・・整備します。→整備するよ
う努めます。 

「４.１ 導入機能別の整備方針」
の記載内容については、具体化に
向けた詳細な検討を行い、設計へ
の反映等を想定しています。ただ
し、設計を進める中で実施の有無
について判断すべきものや、今後
検討を深める必要があるもの、予
算規模が不明瞭であるものなど
は、“～検討する”という表現に
留めており、これらについては、
今後、詳細な検討を進める中で、
実施の判断をしていく予定となっ
ております。 

Ｂ 

12 
【p.23の２）窓口環境】 

マルチコピー機を庁舎にも置き、
窓口の利用者を減らすこと。 
これによりマイナンバーカード取
得のメリットをさらに周知するこ
とも追加した方がよい。 

来庁者にとって利便性が高く、ス
マートな窓口サービスが提供でき
るよう、「待たない窓口、書かな
い窓口」の実現に向けたデジタル
技術の積極的な活用を検討してま
いります。 

Ｃ 

13 
【p.23の３）待合スペース】 

２～４月及び７・８月の来庁者数
を調査し、スペース等を決定する
資料としてはどうか。（繁忙期対
応を主体にしたスペースの確保） 

現時点で、ご提案のような調査を
する予定はございません。ただ
し、基本計画の策定に当たって実
施した執務環境調査の中で、窓口
の手続件数や対応時間等を調査し
ており、当調査の結果を踏まえ
て、庁舎内の各エリアに必要な面
積の検討を行っております。 

Ｂ 

14 
【p.24 の②相談】 

DV 相談の安全性を高めるため、加
害者が現れた場合に相談者が迅速
に避難できるよう、二つの出入り
口を備えるなど特別に設計された
個室相談室を設けることを提案す
る。 

相談室の具体的な仕様について
は、ご提案の内容を含めて、設計
の中で検討する予定となっており
ます。相談者・対応者の双方の安
全確保がされる相談室の整備を
行ってまいります。 

Ｃ 
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15 
【p.24 の②相談】 

DV 相談の安全性を高めるため、加
害者が現れた場合に相談者が迅速
に避難できるよう、二つの出入り
口を備えるなど特別に設計された
個室相談室を設けることを提案す
る。 

相談室の具体的な仕様について
は、ご提案の内容を含めて、設計
の中で検討する予定となっており
ます。相談者・対応者の双方の安
全確保がされる相談室の整備を
行ってまいります。 

Ｃ 

16 
【p.24 の②相談】 

DV 被害者が安心して相談できる空
間を提供するためには、緊急時に
迅速に行動できる環境が必要であ
る。そのため、個室相談室には二
つの出口を設置することを強く推
奨する。これにより、加害者が現
れた場合でも、被害者が素早く安
全な場所へ移動できるようにな
る。 

相談室の具体的な仕様について
は、ご提案の内容を含めて、設計
の中で検討する予定となっており
ます。相談者・対応者の双方の安
全確保がされる相談室の整備を
行ってまいります。 

Ｃ 

17 
【p.24の②相談】 

DV 相談の際、相談者の安全を考慮
し、加害者が現れた場合に相談者
が迅速に避難できるよう、出入り
口を２ヶ所設けるなど、相談室の
設計に配慮することを提案する。 

相談室の具体的な仕様について
は、ご提案の内容を含めて、設計
の中で検討する予定となっており
ます。相談者・対応者の双方の安
全確保がされる相談室の整備を
行ってまいります。 

Ｃ 

18 
【p.24の③案内】 

・ピクトグラムや色彩の工夫 
もし性別分けが必要となるピクト
グラムを利用する場合、「女性が
赤」「男性が青」といった従来型
の表記を用いない方が新庁舎に相
応しい。色彩による性別のイメー
ジの固定化を将来にわたって持続
するのは SDGs に相応しくない。ま
ずは二元的性別のピクトグラムは
性別役割を固定化しないデザイン
を採用して欲しい（好ましくない
例（１）女性は足を揃えたイメー
ジの一本足表記で男性は足を広げ
た二本足表示。例（２）赤色でお
むつかえシートがある多目的トイ
レのピクトグラム表示）。さら
に、将来の市民や世の中の変化に
合わせて柔軟に削減変更すべき。
性別の色彩分け表示を避けるにあ
たっては、明度差や明快なデザイ
ンで視認性を高めるなどのユニ
バーサルデザインを採用してほし
い。 

案内表示については、だれにでも
わかりやすく利用しやすい庁舎と
なるよう、ご提案の趣旨を踏ま
え、設計段階において検討してま
いります。 

Ｃ 
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19 
【p.26の（２）交流・連携機能】 

ららぽーと富士見と市庁舎、キラ
リふじみの周遊性・連続性をより
高めるペデストリアンデッキの設
置はいかがか。現在、県道 334 号
をまたいでららぽーと富士見と市
庁舎を移動する際に東西の横断歩
道まで迂回する必要があるが、ペ
デストリアンデッキを備えること
で周辺施設との連携活性化につな
がるのではないか。また、広い平
面空間を災害時の避難スペースや
イベント開催会場に活用すること
も想定できるため有効活用するこ
とで単純な移動通路以上の効果を
期待できると考えられる。来庁
者・お買い物客・職員・関連業者
それぞれにとって過ごしやすくバ
リアフリーな庁舎になることを期
待している。 

ペデストリアンデッキの設置につ
いては、事業費への影響等を踏ま
えると難しいものと考えますが、
新庁舎の整備に当たっては、外構
の工夫等により敷地特性を活かし
た整備を行うことが重要と考えて
おります。 
ご提案の趣旨も踏まえ、設計段階
においては、設計業務の受託者か
ら設計提案をいただきながら周辺
施設との連続性や回遊性などに配
慮した外構等について検討を進め
てまいります。 
 

Ｃ 

20 
【p.26の（２）交流・連携機能】 

ベンチャー向けワーキングスペー
ス、TV 会議ブースを作り、創業を
支援することも検討した方がよ
い。 

新庁舎には、市民・企業等との共
創の場として活用できる多目的ス
ペースの整備を予定しておりま
す。また、多目的スペースと近接
する場所には、仕事などで多目的
に利用できる憩いの場の整備も想
定しており、様々な活用が検討で
きることから、設計段階において
各スペースの具体化について、検
討を進めるとともに、運用方法に
ついても、供用開始までの間に検
討してまいります。 

Ｃ 

21 
【p.26 の１）多様な主体による活
動の場、２）つながりや賑わいを
生み出す場】 

各自治体において、多目的利用を
目的とした公民館、交流セン
ター、コミセン等が整備されてお
り、極力これらを活用することを
条件に、この２項を削除してはど
うか。 

市民アンケートや市民ワーク
ショップの意見等を踏まえ、新庁
舎には、多目的スペースを整備
し、つながりや賑わいを生み出す
場として活用する方針であるた
め、原案のとおりとします。な
お、交流等による活用だけでは、
使用されない時間が生じると考え
られるため、市のイベントや選挙
会場、確定申告の手続き等で活用
を図ることを予定しています。 

Ｄ 

22 
【p.26 の２）つながりや賑わいを
生み出す場】 

多目的スペースは不特定多数の利
用者が集まる場所である。そのた
め、「利用の手引き」などでの明
確なルール設定や、定期的な警備
員の巡回などセキュリティ対策を
強化し、女性や子どもの利用者が
安心して利用できる環境を整備す
ることを提案する。 

具体的な運用ルールや管理方法に
ついては、整備するスペースの全
容を踏まえ、供用開始までの間に
定めてまいります。 

Ｃ 



7 

23 
【p.26 の２）つながりや賑わいを
生み出す場】 

多目的スペースは不特定多数の利
用者が集まる場所である。そのた
め、「利用の手引き」などでの明
確なルール設定や、定期的な警備
員の巡回などセキュリティ対策を
強化し、女性や子どもの利用者が
安心して利用できる環境を整備す
ることを提案する。 

具体的な運用ルールや管理方法に
ついては、整備するスペースの全
容を踏まえ、供用開始までの間に
定めてまいります。 

Ｃ 

24 
【p.26 の２）つながりや賑わいを
生み出す場】 

多目的スペースを安全かつ快適に
利用するための対策が求められ
る。利用ガイドラインの明確化
と、警備体制の強化により、特に
女性や子どもが安心して利用でき
るよう努めるべきである。例え
ば、定期的なセキュリティチェッ
クを行うことで、全ての利用者に
安全な環境を提供すること。 

具体的な運用ルールや管理方法に
ついては、整備するスペースの全
容を踏まえ、供用開始までの間に
定めてまいります。 

Ｃ 

25 
【p.26 の２）つながりや賑わいを
生み出す場】 

多目的スペースは多様な不特定多
数の利用者が集まる場所であると
予想されるため、防犯・セキュリ
ティ・不審者対策を強化し、特に
女性や子ども、高齢者などの利用
者が安心して利用できる環境を整
備することを提案する。 

具体的な仕様については、ご提案
の点にも配慮しながら、設計段階
において、検討してまいります。 

Ｃ 

26 
【p.27の②情報発信】 

庁舎内放送の内容を提示する電光
掲示板やテレビモニターがあれば
ありがたい。（各課にも） 

サイン・案内表示と同様に、設計
を進める中で、障がい者に配慮し
た情報発信機能について検討し、
だれもが安全・安心に利用できる
環境の整備に努めてまいります。 

Ｃ 

27 
【p.28の１）執務空間の在り方】 

理想的なものばかりであるが、年
に 1 度も見ない文書であっても手
元に置かないと安心できないサラ
リーマンが多く、いつの間にか机
の上やロッカーの上が専有されて
しまうことになると思われる。
よって、近郊の大学生や高校生か
ら意向を聴取する考えはないか。 

現在、ペーパーレス化に取り組む
など、市全体で DX を推進しており
ます。新庁舎整備においては、こ
うした DX 推進の方向性と整合性を
図りつつ、今後の DX の進展を踏ま
えた新庁舎の整備を進めてまいり
ます。 
なお、ご提案のような意見聴取を
行う予定はありませんが、基本計
画の策定に当たっては、中堅・若
手職員の意見を取り入れるため、
職員ワーキンググループによる検
討などを行い、計画に反映してお
ります。 

Ｄ 
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28 
【p.28の１）執務空間の在り方】 

地震等で書類の散乱しない空間に
してほしい。 
ニュース等でテレビ局や市役所が
映されることがあり、書類が机や
ロッカーから落ちて散乱している
のをよく目にするたびに紛失や汚
損、また個人情報関係の点など心
配である。 

執務空間においては、個人用事務
ロッカーを設置するなどし、ペー
パーレス化の推進やクリアデスク
の徹底が図れるよう整備してまい
ります。 

Ｃ 

29 
【p.28の１）執務空間の在り方】 

フリーアドレス制の導入は、書類
や個人の持ち物の管理、チーム内
コミュニケーションの欠如などの
デメリットが指摘されており、一
部の企業では廃止の方向へと舵を
切っている。フリーアドレス制を
採用する場合は、その目的を明確
にし、すべての部署に適している
わけではないという点を考慮する
ことを提案する。また、フリーア
ドレス制の動向を注視し、適宜見
直しを行うことも提案する。 

新庁舎では、執務席以外にも集中
作業ブース等を設けるなど、ABW
の考え方を取り入れた執務環境の
整備を予定しております。 
また、執務席を共用化し、ABW ス
ペースと合わせて職員のワークス
ペースと捉えることで、固定席よ
りも面積の効率化を図ることがで
きると考えております。加えて、
グループアドレスはペーパーレス
化の推進やクリアデスクの徹底に
もつながると考えております。 
今後においては、ご提案の内容も
含めて課題の整理や運用方法の検
討を行い、スマートで働きやすい
庁舎を目指してまいります。 

Ｃ 

30 
【p.30 の３）新しい働き方の推進
に向けた取組】 

「これまでの市役所概念にとらわ
れない新しい働き方・・・」をわ
かりやすく示してほしい。 

本計画（案）に記載しているとお
り、新庁舎では、ABW の考え方を
取り入れ、集中作業ブース等を設
けるなど、執務席以外でも執務す
ることができるよう、新しい働き
方に適した環境を整備してまいり
ます。 
 
該当箇所：p.32 ４.新庁舎の導入
機能 ４.１導入機能別の整備方針  
①執務空間 ３) 新しい働き方の推
進に向けた取組 コラム「ABW の考
え方」 

Ｂ 

31 
【p.30 の３）新しい働き方の推進
に向けた取組】 

テレワークを推進する上での課題
として、リモート会議中に双方の
音声が混ざる問題が生じる。特
に、テレワークをしている人とオ
フィスで会話をする場合、この問
題は顕著である。この問題を解決
するために、遮音性のあるブース
の設置を提案する。 
さらに、会議室間でのコミュニ
ケーションもテレワークでは困難
であるため、遮音性のある個室
ブースを使用し、各自がパソコン
でコミュニケーションを取る仕組
みの導入を提案する。 

本計画（案）に記載しているとお
り、新庁舎には WEB ミーティング
スペースを設置するなど、オンラ
インを活用した働き方にも対応し
た環境を整備してまいります。 

Ｃ 
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32 
【p.32 の②会議室・ミーティング
スペース】 

会議や打合せを短縮する方策の検
討が先決ではないか。 

新庁舎整備においては、ハード面
の整備だけでなく、働き方改革を
推進するなど、ご提案のようなソ
フト面についても検討を進めてま
いります。 

Ｄ 

33 
【p.33の③議会】 

市長や議員の方々の活動を身近に
感じて、市政に関心を持ってもら
えるようにしてほしい。 
・総合案内の近くで議会の日程や
傍聴に関する情報などがわかる
表示をする。 

・議会のない時は多目的に使える
スペースにする。（キラリふじ
みのマルチホールのようなイ
メージ） 

共用空間に中継放送用のモニター
を設置するなどし、市民に開かれ
た議会となるよう整備してまいり
ます。また、案内については、デ
ジタルサイネージ等を用いたわか
りやすい案内機能を検討してまい
ります。 

Ｃ 

34 
【p.33 の２）その他関連諸室等】 

・控室の可動式間仕切りは、議論
の内容が外部に漏れないよう、
高度な防音機能を備えることを
提案する。 

・現状、議会棟には１つの女子ト
イレしかないことから、女子ト
イレの数を増やすことを明記す
ることを提案する。女性議員が
快適に利用できる環境を確保し
てほしい。 

可動式間仕切壁などの各諸室の仕
様については、各諸室の用途や建
材の機能などを踏まえ、設計段階
において検討してまいります。 
トイレの数量についても、設計を
進める中で、適切な数量を確保し
てまいりますが、本計画（案）に
は現庁舎との比較について、表現
をしていないことから、他の内容
との記載を統一するため、原案の
とおりとします。 

Ｃ 

35 
【p.33 の２）その他関連諸室等】 

・控室の可動式間仕切りは、議論
の内容が外部に漏れないよう、
高度な防音機能を備えることを
提案する。 

・現状、議会棟には１つの女子ト
イレしかないことから、女子ト
イレの数を増やすことを明記す
ることを提案する。女性議員が
快適に利用できる環境を確保し
てほしい。 

可動式間仕切壁などの各諸室の仕
様については、各諸室の用途や建
材の機能などを踏まえ、設計段階
において検討してまいります。 
トイレの数量についても、設計を
進める中で、適切な数量を確保し
てまいりますが、本計画（案）に
は現庁舎との比較について、表現
をしていないことから、他の内容
との記載を統一するため、原案の
とおりとします。 

Ｃ 

36 
【p.34の⑤福利厚生】 

勤務時間の管理や衛生面の確保と
関連が深いリフレッシュスペース
などは、ルールを設けて運用しな
いと不満が発生する恐れがある。 

具体的な運用ルールについては、
整備するスペースの全容を踏ま
え、供用開始までの間に定めてま
いります。 

Ｃ 
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37 
【p.34の⑤福利厚生】 

・必要なトイレについて 
来庁者も含め、すべての人が快適
に利用できるよう、事務所衛生基
準規則を超える数のトイレと洗面
台を設置することを提案する。特
に女性専用トイレについては、現
状昼休みなど行列ができており、
来庁者との関係性も鑑みると事務
所衛生基準規則以上のものを検討
することが必要と考える。 

・１項目と４項目について 
「必要なトイレ（男女別）や休養
室、リフレッシュスペース」や
「執務エリアにパウダーコーナー
を備えた男女別の更衣室」のよう
に、男女別を明記することを提案
する。職員が安心して着替えるた
めに更衣室の男女別の空間を確保
してほしい。 

トイレの数量については、設計を
進める中で、適切な数量を確保し
てまいります。 
男女別トイレの明記については、
本計画（案）の中で事務所衛生基
準規則に基づき、トイレを整備す
る旨を示していることから、男性
用と女性用に区別して整備するこ
とが基本になると考えるため、原
案のとおりとします。 
また、更衣室についても、男女を
分けた更衣室を想定しております
が、本計画（案）には具体的な数
量や仕様については、表現をして
いないことから、他の内容との記
載を統一するため、原案のとおり
とします。 

Ｃ 

38 
【p.34の⑤福利厚生】 

・必要なトイレについて 
来庁者も含め、すべての人が快適
に利用できるよう、事務所衛生基
準規則を超える数のトイレと洗面
台を設置することを提案する。特
に女性専用トイレについては、現
状昼休みなど行列ができており、
来庁者との関係性も鑑みると事務
所衛生基準規則以上のものを検討
することが必要と考える。 

・１項目と４項目について 
「必要なトイレ（男女別）や休養
室、リフレッシュスペース」や
「執務エリアにパウダーコーナー
を備えた男女別の更衣室」のよう
に、男女別を明記することを提案
する。職員が安心して着替えるた
めに更衣室の男女別の空間を確保
してほしい。 

トイレの数量については、設計を
進める中で、適切な数量を確保し
てまいります。 
男女別トイレの明記については、
本計画（案）の中で事務所衛生基
準規則に基づき、トイレを整備す
る旨を示していることから、男性
用と女性用に区別して整備するこ
とが基本になると考えるため、原
案のとおりとします。 
また、更衣室についても、男女を
分けた更衣室を想定しております
が、本計画（案）には具体的な数
量や仕様については、表現をして
いないことから、他の内容との記
載を統一するため、原案のとおり
とします。 

Ｃ 

39 
【p.34の⑤福利厚生】 

来庁者を含むすべての人々が、よ
り良い環境でトイレや洗面所を利
用できるように、設備を充実させ
ることを提唱する。特に、女性用
トイレについては需要を考慮し、
十分な数を確保することが必要で
ある。また、職場の福利厚生とし
て、性別に応じた更衣室や休憩ス
ペースの設計も検討することを推
奨する。 

トイレの数量については、設計を
進める中で、適切な数量を確保し
てまいります。 
男女別トイレの明記については、
本計画（案）の中で事務所衛生基
準規則に基づき、トイレを整備す
る旨を示していることから、男性
用と女性用に区別して整備するこ
とが基本になると考えるため、原
案のとおりとします。 
また、更衣室についても、男女を
分けた更衣室を想定しております
が、本計画（案）には具体的な数

Ｃ 
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量や仕様については、表現をして
いないことから、他の内容との記
載を統一するため、原案のとおり
とします。 

40 
【p.34の⑤福利厚生】 

女性用トイレの数については、基
準だけではなく現状の利用者数・
混雑具合を鑑みて、きちんと現実
に合った拡充を行うことを提案す
る。また、リフレッシュスペース
や更衣室等に関しては、女性の安
心・安全のために、必ず「男女
別」で設ける旨を明記することを
提案する。 

トイレの数量については、設計を
進める中で、適切な数量を確保し
てまいります。 
男女別トイレの明記については、
本計画（案）の中で事務所衛生基
準規則に基づき、トイレを整備す
る旨を示していることから、男性
用と女性用に区別して整備するこ
とが基本になると考えるため、原
案のとおりとします。 
また、更衣室についても、男女を
分けた更衣室を想定しております
が、本計画（案）には具体的な数
量や仕様については、表現をして
いないことから、他の内容との記
載を統一するため、原案のとおり
とします。 

Ｃ 

41 
【p.34の⑤福祉厚生】 

ユニバーサルトイレ（多目的トイ
レ／多機能トイレ）の設置と、性
別に関わらず使用できるトイレ
（オールジェンダートイレや男女
共用トイレ）の設置を。更衣室に
ついて、男女共用の個室を設ける
など、あらかじめ選択肢を作って
おくとよいと思う。 

オールジェンダートイレの設置に
ついては課題もあると認識してい
ますが、トイレの選択肢を増やす
ことや、バリアフリートイレ（多
目的トイレ）への利用者の集中を
避けることにもつながると考えら
れるため、設置の是非を含め、設
計段階において、慎重に検討して
まいります。また、更衣室につい
は、男女を分けた更衣室を想定し
ておりますが、具体的な仕様や数
量については、設計段階において
検討してまいります。 

Ｃ 

42 
【p.35の（４）防災拠点機能】 

事業継続（BCP）や有事の際の市民
受入の可能性などの観点から、省
エネルギー設備の導入や再生可能
エネルギーの活用に併せて、あら
ゆる災害時に対応が可能な自立分
散型電源や蓄電池の導入によるレ
ジリエンスの強化を図る。また、
災害時のリスク低減のため、ひと
つのエネルギー源に頼らない、エ
ネルギーのベストミックスやエネ
ルギーの融通を図ることが必要。
能登半島地震による商用電源の長

地域防災計画との整合を図りつ
つ、ライフライン設備等の多重化
などの庁舎に求められる防災拠点
機能の設備については、設計段階
において、具体的な検討を進めて
まいります。 

Ｃ 
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期的な停電を教訓に、低体温症や
熱中症対策として停電対応型空調
を導入する。 
＜具体的取組＞ 
・太陽光発電設備と大型蓄電池を

設置 
・急速充電器および V2B の設置に

よる EVの有効利用 など 

43 
【p.35の（４）防災拠点機能】 

水害による浸水時には、防災拠点
機能をコミセンや公民館に移すと
のこと。基本計画にも記載した方
がよい。 

ご提案の趣旨を踏まえ、新庁舎の
整備に当たっては、新庁舎が防災
拠点として使用不能となった際の
代替施設を含め、災害対応体制全
体に配慮する旨を追記します。 

Ａ 

44 
【p.35の（４）防災拠点機能】 

災害時の通信機能を維持する方法
も検討した方がよい。 

・通信施設用の非常用電源は３日
は保つようにする。 

・公用車をハイブリッド車とし
て、公用車を発電機として使え
るようにする。 

・スターリンク(衛星通信)用のア
ンテナを設置し、市民にも開放
する。 

地域防災計画との整合を図りつ
つ、庁舎に求められる防災拠点機
能の設備については、設計の中で
具体化を進めてまいります。 

Ｃ 

45 
【p.35の（４）防災拠点機能】 

液状化対応として、基礎工には大
口径拡（φ２ｍ以上）を採用して
ほしい。 

地質調査の結果等を踏まえ、設計
段階において、適切な基礎につい
て検討してまいります。 

Ｃ 

46 
【p.35の（４）防災拠点機能】 

浸水時も業務を行う場合の対応と
して、新庁舎の２階又は３階を通
じ、主として人や自転車等が通行
できる木造又は軽量鉄骨を用いた
簡易橋梁を「三芳・富士見橋（県
道）」の歩道上空に新設できない
か検討してほしい。 

橋梁等の設置については、事業費
への影響等を踏まえると難しいも
のと考えますが、水害時の対応に
ついてはハード・ソフト両面から
検討を進めてまいります。 

Ｃ 

47 
【p.37の②災害対策本部】 

３項目について 
「シャワー室や職員の休養室とし
ても利用できる男女別の仮眠室」
というように、男女別の旨を追加
することを提案する。災害時だか
らこそ、排泄や清潔保持の場面で
異性のことを気にせず、職員が職
務に専念できるような環境を確保
してほしい。 

仮眠室については、本計画（案）
に記載しているとおり休養室との
兼用を想定しており、休養室は、
事務所衛生基準規則に基づき、男
性用と女性用に区別して整備する
予定です。本計画（案）では具体
的な数量や仕様については、表現
をしていないことから、他の内容
との記載を統一するため、原案の
とおりとします。 

Ｃ 
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48 
【p.37の②災害対策本部】 

３項目について 
「シャワー室や職員の休養室とし
ても利用できる男女別の仮眠室」
というように、男女別の旨を追加
することを提案する。災害時だか
らこそ、排泄や清潔保持の場面で
異性のことを気にせず、職員が職
務に専念できるような環境を確保
してほしい。 

仮眠室については、本計画（案）
に記載しているとおり休養室との
兼用を想定しており、休養室は、
事務所衛生基準規則に基づき、男
性用と女性用に区別して整備する
予定です。本計画（案）では具体
的な数量や仕様については、表現
をしていないことから、他の内容
との記載を統一するため、原案の
とおりとします。 

Ｃ 

49 
【p.37の②災害対策本部】 

災害時における職員の心身の健康
を支えるためには、性別に応じた
仮眠室の提供が不可欠である。
シャワー室と仮眠室を男女別に設
けることで、プライバシーを保護
し、より良い休息を提供すること
を提案する。 

仮眠室については、本計画（案）
に記載しているとおり休養室との
兼用を想定しており、休養室は、
事務所衛生基準規則に基づき、男
性用と女性用に区別して整備する
予定です。本計画（案）では具体
的な数量や仕様については、表現
をしていないことから、他の内容
との記載を統一するため、原案の
とおりとします。 

Ｃ 

50 
【p.37の②災害対策本部】 

「シャワー室や職員の休養室とし
ても利用できる仮眠室」につい
て、女性の安心・安全のために
「男女別」で設ける旨を明記する
ことを提案する。特に災害時は、
男性による女性への性暴力・性加
害が増加することは、昨今の災害
でも問題として取り上げられてい
るため。 

シャワー室については、プライバ
シーの確保に十分配慮する必要が
あると考えておりますが、原案の
とおりとした上で、数量や運用方
法と合わせて設置方法について検
討してまいります。 
また、仮眠室については、本計画
（案）に記載しているとおり休養
室との兼用を想定しており、休養
室は、事務所衛生基準規則に基づ
き、男性用と女性用に区別して整
備する予定です。本計画（案）で
は具体的な数量や仕様について
は、表現をしていないことから、
他の内容との記載を統一するた
め、原案のとおりとします。 

Ｃ 

51 
【p.38 の（５）セキュリティ機
能】 

東入間警察署の駐在所を併設する
ことは考えられないか。 

新庁舎に駐在所を併設する考えは
ありませんが、新庁舎では明確な
ゾーニングや防犯用設備機器の設
置を行うほか、警備等を含めた適
切な維持管理を行うことにより、
セキュリティ機能を強化してまい
ります。 

Ｄ 

52 
【p.38 の（５）セキュリティ機
能】 

地上でもよいので飛来物から身を
守るシェルターの併設はできない
か。 

新庁舎は、災害対策本部を設置す
る施設であり、災害対応の指揮等
を行う施設であるため、避難施設
の位置付けの施設として整備する
予定はありません。そのため、ご
提案のようなシェルターを整備す
る考えはございません。 

Ｄ 
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53 
【p.39の（６）環境配慮機能】 

脱炭素化社会実現と環境配慮のモ
デルとなるような新庁舎とするた
めに、省エネや創エネ、CO2 削減
の取組みを行っていくために、省
エネ設備や再生可能エネルギーの
積極的な導入を図るとともに、エ
ネルギー技術を積極的に活用した
空調設備の提案により、「 ZEB 
Oriented」以上の認証取得を目指
す。 
＜具体的な取組＞ 
・太陽光発電システムをはじめと

する創エネ・再エネ設備、PPA
事業の導入検討 

・高効率空調設備や高効率照明、
自然換気、断熱設備などの、省
エネ設備の導入検討 など 

環境配慮のモデルとなるような庁
舎を目指し、検討を進めてまいり
ます。 
 

 

Ｃ 

54 
【p.39の（６）環境配慮機能】 

・地熱・地下水を使ったヒートポ
ンプによる冷暖房。 

・太陽光の他、重力発電、水使用。 
・排水時の小水力発電など、多様

な発電方法を導入する。 

なども検討した方がよい。 

維持管理面などを考慮しつつ、地
中熱の利用などの再生可能エネル
ギーの積極的な活用に向け、設計
段階において、具体的な内容につ
いて検討を進めてまいります。 

Ｃ 

55 
【p.41の④緑化の推進】 

敷地内の緑化木は年々成長するた
め、手入れ（剪定、清掃、消毒
等）が必要になる。維持管理費を
考慮した樹木の選定を行うこと。 

維持管理面を考慮した上で、魅力
的な景観形成や環境配慮につなが
る緑化推進に取り組んでまいりま
す。 

Ｃ 

56 
【p.41の⑤県産木材の活用】 

内・外装用に西川材を優先的に活
用（採用）すること。（業務用の
机、椅子等についても同じ。） 

新庁舎では、施設利用者がやすら
ぎとぬくもりを感じられる快適な
空間を整備するとともに、循環型
社会の構築や地球温暖化の防止、
林業・木材産業の振興、森林整備
の促進などにつながるよう、内装
の木質化等に取り組み、ご提案の
木材を含め、県産木材を優先的に
使用してまいります。 

Ｃ 

57 
【p.42の①憩いの場】 

「上層階に通路を兼ねた回廊など
の設置により、市内や富士山を眺
望できる環境の整備を検討」につ
いては、ぜひ優先してほしい。新
庁舎が何階建てになるか分からな
いが、高層階にカフェなどを併設
して、富士見市に住むことの誇ら
しさを感じられるような庁舎にし
てほしい。 

ご意見の趣旨を踏まえ、今後は、
基本計画に基づき、来庁者だけで
なく、周辺施設利用者などの多く
の方に親しんでいただけるような
憩いの場について検討を進め、市
民に親しまれる庁舎を目指してま
いります。 

Ｃ 
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58 
【p.43 の③富士見市らしさの発
信】 

富士見市らしさを感じる仕掛けと
は何を指しているのか。 

建物の内外装に市に関わりのある
デザインや色を取り入れることな
どが一例としてあげられますが、
具体的には、設計業務の受託者か
ら設計提案をいただきながら検討
を進めたいと考えております。 

Ｄ 

59 
【p.44 の①ユニバーサルデザイ
ン】 

視覚障害者、聴覚障害者に関する
バリアフリー動線、設備がないよ
うに感じた。 

･エレベーターにはガラス張りを
（バリアフリー新法にある） 

･各課に電光掲示板（目で見る情
報） 

･庁舎内の火災警報器にフラッシュ
ライト付きにして欲しい（トイレ
内だけでなく) 

本計画（案）に記載しているとお
り、新庁舎整備に当たっては、ユ
ニバーサルデザインを積極的に取
り入れ、だれもが利用しやすい庁
舎を目指してまいります。各空間
や設備の仕様など、詳細な内容に
ついては、ご提案の内容も踏ま
え、設計段階において検討してま
いります。 

Ｃ 

60 
【p.44 の①ユニバーサルデザイ
ン】 

以下を設置すること。 
・御手洗でパトライト 
・エレベーターのドアに覗き窓
（細長） 

・受付の TV は「呼び出しの時」
「お知らせ（避難含む）」など
を字幕付き。 

本計画（案）に記載しているとお
り、新庁舎整備に当たっては、ユ
ニバーサルデザインを積極的に取
り入れ、だれもが利用しやすい庁
舎を目指してまいります。ご提案
のような具体的な仕様について
は、設計段階以降において、検討
してまいります。 

Ｃ 

61 
【p.44の１）円滑な移動】 

車いすユーザーの安全性と利便性
を考慮し、車いす対応エレベー
ターに後方確認が可能なビデオカ
メラを設置することを提案する。 

本計画（案）に記載しているとお
り、新庁舎整備に当たっては、ユ
ニバーサルデザインを積極的に取
り入れ、だれもが利用しやすい庁
舎を目指してまいります。各空間
や設備の仕様など、詳細な内容に
ついては、ご提案の内容も踏ま
え、設計段階において検討してま
いります。 

Ｃ 

62 
【p.44の１）円滑な移動】 

車いすユーザーの安全性と利便性
を考慮し、車いす対応エレベー
ターに後方確認が可能なビデオカ
メラを設置することを提案する。 

本計画（案）に記載しているとお
り、新庁舎整備に当たっては、ユ
ニバーサルデザインを積極的に取
り入れ、だれもが利用しやすい庁
舎を目指してまいります。各空間
や設備の仕様など、詳細な内容に
ついては、ご提案の内容も踏ま
え、設計段階において検討してま
いります。 

Ｃ 

63 
【p.44の１）円滑な移動】 

トイレ、廊下、駐車場など、ゆと
りあるスペースを確保してほし
い。 
さまざまな障がいのある方、高齢
者、ベビーカー利用者等、それぞ
れの立場より意見を取り入れた設
計としてほしい。 

本計画（案）に基づき、車いすや
ベビーカーの利用者など、だれも
が安全に移動できる動線が確保で
きるよう、利用者目線に立った整
備をしてまいります。 

Ｃ 
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64 
【p.44の１）円滑な移動】 

埼玉県の「福祉のまちづくり条
例」等に基づき、車いす（電動や
ストレッチャータイプ含む）や視
力障害、聴覚障害、識字困難な方
（例えば知的障害や発達特性のあ
る方、外国人）などに対応できる
よう設計をしてほしい。試行段階
での当事者ヒアリングに加え、建
設過程の体験利用などを検討して
ほしい。 

ご提案の趣旨を踏まえ、設計段階
において、利用者等へのヒアリン
グを実施しながら、設計を進めて
まいります。 

Ｃ 

65 
【p.44 の２）安心・快適なトイ
レ・子育て支援機能】 

・セキュリティ対策として、授乳
室を女性専用にし、内部から施
錠できる機能と防犯ブザーの設
置を提案する。 

・性被害防止の観点から、オムツ
替えスペースは男女別に設置し
てほしい。 

ご提案の趣旨を踏まえ、子育て支
援機能については、利用者の安全
面に配慮しながら、レイアウトや
面積への影響等も踏まえて検討し
てまいります。 

Ｃ 

66 
【p.44 の２）安心・快適なトイ
レ・子育て支援機能】 

・セキュリティ対策として、授乳
室を女性専用にし、内部から施
錠できる機能と防犯ブザーの設
置を提案する。 

・性被害防止の観点から、オムツ
替えスペースは男女別に設置し
てほしい。 

ご提案の趣旨を踏まえ、子育て支
援機能については、利用者の安全
面に配慮しながら、レイアウトや
面積への影響等も踏まえて検討し
てまいります。 

Ｃ 

67 
【p.44 の２）安心・快適なトイ
レ・子育て支援機能】 

・女性の障がい当事者からの女性
専用トイレで安心して排泄した
いという要望があるため、女性
専用トイレの中に車いす用トイ
レを作ることや、可能な範囲で
女性専用バリアフリートイレの
設置を提案する。 

・オールジェンダートイレに関す
る記述の削除を提案する。 
理由：トイレは「ジェンダー
（社会的性役割）」ではなく、
「sex（生物学的性別）」が基準
となる場所であるため。異性を
自認する男性に対して、最初に
バリアフリートイレの使用を推
奨したが故に、その後女性専用
トイレの使用を認めないことは
差別であるとして訴訟が起き、
結果として、その男性に同じフ
ロアの女性専用トイレ使用を認
めないことは差別であるとなっ
た経産省トイレ判決がある。異

バリアフリートイレは、車いす利
用者等が安全に利用できるスペー
スを確保する必要があることか
ら、設置数等についてはレイアウ
トや面積への影響等も踏まえて判
断してまいります。 
また、オールジェンダートイレの
設置については課題もあると認識
していますが、トイレの選択肢を
増やすことや、バリアフリートイ
レ（多目的トイレ）への利用者の
集中を避けることにもつながると
考えられるため、設置の是非を含
め、設計段階において、慎重に検
討してまいります。 

Ｃ 
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性を自認する男性に女性用トイ
レの使用を認めることにも繋が
り、その設置に強く反対する。 

・バリアフリートイレを各階に２個
以上設置することを提案する。 

68 
【p.44 の２）安心・快適なトイ
レ・子育て支援機能】 

・女性の障がい当事者からの女性
専用トイレで安心して排泄した
いという要望があるため、女性
専用トイレの中に車いす用トイ
レを作ることや、可能な範囲で
女性専用バリアフリートイレの
設置を提案する。 

・オールジェンダートイレに関す
る記述の削除を提案する。 
理由：トイレは「ジェンダー
（社会的性役割）」ではなく、
「sex（生物学的性別）」が基準
となる場所であるため。異性を
自認する男性に対して、最初に
バリアフリートイレの使用を推
奨したが故に、その後女性専用
トイレの使用を認めないことは
差別であるとして訴訟が起き、
結果として、その男性に同じフ
ロアの女性専用トイレ使用を認
めないことは差別であるとなっ
た経産省トイレ判決がある。異
性を自認する男性に女性用トイ
レの使用を認めることにも繋が
り、その設置に強く反対する。 

・バリアフリートイレを各階に２個
以上設置することを提案する。 

バリアフリートイレは、車いす利
用者等が安全に利用できるスペー
スを確保する必要があることか
ら、設置数等についてはレイアウ
トや面積への影響等も踏まえて判
断してまいります。 
また、オールジェンダートイレの
設置については課題もあると認識
していますが、トイレの選択肢を
増やすことや、バリアフリートイ
レ（多目的トイレ）への利用者の
集中を避けることにもつながると
考えられるため、設置の是非を含
め、設計段階において、慎重に検
討してまいります。 

Ｃ 

69 
【p.44 の２）安心・快適なトイ
レ・子育て支援機能】 

子育て支援施設においては、女性
専用の授乳室の確保と、男女別の
オムツ替えスペースの設置が必要
である。また、障がいを持つ女性
も安心して利用できるように、女
性専用トイレ内に車いす対応の設
備を整えるべきである。トイレは
生得的性別で入る施設であること
からオールジェンダートイレの検
討については記述の削除を求め
る。「ジェンダー」で入ることを
推奨することは他のトイレの安全
性を毀損する。また、バリアフ
リートイレは各階に１つでは不十
分という障がい当事者の声を伺っ
た。 

授乳スペース・おむつ替えスペー
ス等の子育て支援機能やバリアフ
リートイレについては、利用者の
安全面に配慮しつつ、レイアウト
や面積への影響等も踏まえなが
ら、仕様や設置数等について検討
してまいります。 
また、オールジェンダートイレの
設置については課題もあると認識
していますが、トイレの選択肢を
増やすことや、バリアフリートイ
レ（多目的トイレ）への利用者の
集中を避けることにつながると考
えられるため、設置の是非を含
め、設計段階において、慎重に検
討してまいります。 
 

Ｃ 
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70 
【p.44 の２）安心・快適なトイ
レ・子育て支援機能】 

オールジェンダートイレに関して
は、防犯性の欠如の問題から、歌
舞伎町の東急タワーなど一部施設
では廃止された。オールジェン
ダートイレの記述の削除と、代わ
りにバリアフリートイレの増設を
提案する。 

オールジェンダートイレの設置に
ついては課題もあると認識してい
ますが、トイレの選択肢を増やす
ことや、バリアフリートイレ（多
目的トイレ）への利用者の集中を
避けることにつながると考えられ
るため、設置の是非を含め、設計
段階において、慎重に検討してま
いります。 
また、バリアフリートイレは、車
いす利用者等が安全に利用できる
スペースを確保する必要があるこ
とから、設置数等についてはレイ
アウトや面積への影響等も踏まえ
て判断する必要があると考えてい
ます。 

Ｃ 

71 
【p.44 の２）安心・快適なトイ
レ・子育て支援機能】 

埼玉県の「福祉のまちづくり条
例」に未だ反映されきれていな
い、セクシャルマイノリティ、特
に出生時に割り当てられた性別に
不同調な人（トランスジェン
ダー、ノンバイナリーなど）への
合理的配慮と、安心してトイレ使
用できる環境を保障してほしい。
資料に明記されている通り、オー
ルジェンダートイレの設置計画を
研究し進めるとともに、簡易な男
女共用トイレを複数作るなど選択
肢を増やすことも提案する。それ
は、トランスジェンダー／性別不
合など、排泄場所に悩みを持つ状
況の市民や来庁者のためだけでな
く、同性での介助がままならない
障害者又は高齢者と介助者、行動
障害を伴う発達特性のある子を育
てる親にも必要な設備となる。従
来型の多目的トイレ（ユニバーサ
ルトイレ／多目的トイレ）は時代
とともに設備が充実してき、様々
な試みがされてきて現在も発展中
であるように、オールジェンダー
トイレにぼんやりとしたイメージ
しかないのが現時点の一般的な市
民の認識かもしれないが、車イス
利用者がなかなか外出できなかっ
た時代からトイレの保障をはじめ
バリアフリーの法制化など努力と
時代の変化でここまでになってき
た。オストメイトが利用できるト
イレが増えてきたのもその流れの
中にあり、全フロアでオストメイ
トトイレを作ると明記されている
のならば、不可視化されている存

オールジェンダートイレの設置に
ついては課題もあると認識してい
ますが、トイレの選択肢を増やす
ことや、バリアフリートイレ（多
目的トイレ）への利用者の集中を
避けることにもつながると考えら
れるため、設置の是非を含め、設
計段階において、慎重に検討して
まいります。 

Ｃ 
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在のマイノリティや交差性のある
マイノリティの排泄権保障のた
め、男女共用トイレも全フロア建
設は喫緊課題だと考える。 

72 
【p.46 の③安全で利便性の高いア
クセス】 

庁舎までのアクセス（バス等）を
見直してほしい。 

公共交通施策の中で、新庁舎への
アクセスを含む市内公共交通につ
いて議論・検討してまいります。 

Ｄ 

73 
【p.46 の④利用者ニーズへの対
応】 

金融機関の他に郵便局の機能も入
れてもらいたい。 

法規制により市役所の用途と認め
られない施設との複合化はできな
いことから、新庁舎に郵便局の窓
口等を入れることはできないと考
えております。 

Ｄ 

74 
【p.47 の５ ジェンダー平等を実
現しよう】 

「性の多様性に配慮した～環境を
目指します。」を削除し、女性ト
イレの増設に置き換えること。 
「ジェンダー平等」の５つのター
ゲットには「性の多様性」の項目
はない。５つのターゲットには、
５-１「すべての女性と女の子に対
するあらゆる差別をなくす」５-５
「政治や経済や社会のなかで、何
かを決めるときに、女性も男性と
同じように参加したり、リーダー
になったりできる」とある。 
この項目については「性の多様
性」に関する記述ではなく、「女
性が働きやすい職場環境のため、
女性専用トイレや更衣室の環境を
整えること。また、女性の来庁者
のために十分な女性専用トイレを
確保すること」との記述を提案す
る。これは現在までの女性専用ト
イレの不足を補い、女性職員や女
性の来庁者に平等なアクセスを提
供するための重要なステップだと
考える。 

「４.２ SDGs との関係性」は SDGs
の推進のために新庁舎整備におい
て取り組む事項を整理したもので
はなく、新庁舎整備における取組
と関係性のある SDGs の項目の紐づ
けを行っているものであるため、
原案のとおりとします。 
なお、現庁舎におけるトイレ不足
等の課題は、女性用に限ったもの
ではないと考えており、新庁舎で
は、こうした課題を解消し、女
性・男性ともに安全・安心に利用
できる庁舎を目指してまいりま
す。また、性別を問わず、だれも
が利用しやすい環境を目指すため
には、性の多様性にも配慮する必
要性があると考えています。 

Ｄ 

75 
【p.47 の５ ジェンダー平等を実
現しよう】 

「性の多様性に配慮した～環境を
目指します。」を削除し、女性ト
イレの増設に置き換えること。 
「ジェンダー平等」の５つのター
ゲットには「性の多様性」の項目
はない。５つのターゲットには、
５-１「すべての女性と女の子に対
するあらゆる差別をなくす」５-５
「政治や経済や社会のなかで、何
かを決めるときに、女性も男性と
同じように参加したり、リーダー
になったりできる」とある。 
この項目については「性の多様

「４.２ SDGs との関係性」は SDGs
の推進のために新庁舎整備におい
て取り組む事項を整理したもので
はなく、新庁舎整備における取組
と関係性のある SDGs の項目の紐づ
けを行っているものであるため、
原案のとおりとします。 
なお、現庁舎におけるトイレ不足
等の課題は、女性用に限ったもの
ではないと考えており、新庁舎で
は、こうした課題を解消し、女
性・男性ともに安全・安心に利用
できる庁舎を目指してまいりま
す。また、性別を問わず、だれも
が利用しやすい環境を目指すため

Ｄ 
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性」に関する記述ではなく、「女
性が働きやすい職場環境のため、
女性専用トイレや更衣室の環境を
整えること。また、女性の来庁者
のために十分な女性専用トイレを
確保すること」との記述を提案す
る。これは現在までの女性専用ト
イレの不足を補い、女性職員や女
性の来庁者に平等なアクセスを提
供するための重要なステップだと
考える。 

には、性の多様性にも配慮する必
要性があると考えています。 

76 
【p.47 の５ ジェンダー平等を実
現しよう】 

「ジェンダー平等」の５つのター
ゲットには「性の多様性」の項目
はない。５-１「すべての女性と女
の子に対するあらゆる差別をなく
す」５-５「政治や経済や社会のな
かで、何かを決めるときに、女性
も男性と同じように参加したり、
リーダーになったりできる」とあ
る。この項目については「性の多
様性」に関する記述ではなく、
「女性が働きやすい職場環境のた
め、女性専用トイレや更衣室の環
境を整えること。また、女性の来
庁者のために十分な女性専用トイ
レを確保すること」との記述を提
案する。 

「４.２ SDGs との関係性」は SDGs
の推進のために新庁舎整備におい
て取り組む事項を整理したもので
はなく、新庁舎整備における取組
と関係性のある SDGs の項目の紐づ
けを行っているものであるため、
原案のとおりとします。 
なお、現庁舎におけるトイレ不足
等の課題は、女性用に限ったもの
ではないと考えており、新庁舎で
は、こうした課題を解消し、女
性・男性ともに安全・安心に利用
できる庁舎を目指してまいりま
す。また、性別を問わず、だれも
が利用しやすい環境を目指すため
には、性の多様性にも配慮する必
要性があると考えています。 

Ｄ 

77 
【p.47 の５ ジェンダー平等を実
現しよう】 

ジェンダー平等を推進するために
は、性の多様性に注目するより
も、実際に必要とされる施策、例
えば女性専用トイレや更衣室の増
設を優先すべきである。これによ
り、女性が公共施設を使用する際
の快適性とアクセシビリティが向
上する。 

現庁舎におけるトイレ不足等の課
題は、女性用に限ったものではな
いと考えており、新庁舎では、こ
うした課題を解消し、女性・男性
ともに安全・安心に利用できる庁
舎を目指してまいります。また、
性別を問わず、だれもが利用しや
すい環境を目指すためには、性の
多様性にも配慮する必要性がある
と考えています。 

Ｄ 

78 
【p.47 の５ ジェンダー平等を実
現しよう】 

「性の多様性に配慮したオール
ジェンダートイレの設置を検討す
るなど」とあるが、検討という不
安定な表現ではなく、「実施す
る」「設置する」「整備する」な
どに発展変更してほしい。様々な
ヒアリングや当事者を交えての実
施計画や、施工例の視察など、執
行部には無論「検討」を前向きに
行っていただきたいが、未来の市
庁舎は必ず設置する方向があるべ
き姿と考える。ちなみに品川区新

オールジェンダートイレの設置に
ついては、トイレの選択肢を増や
すことや、バリアフリートイレ
（多目的トイレ）への利用者の集
中を避けることにもつながると考
えられますが、課題もあると認識
しております。そのため、原案の
とおりとした上で、ご意見を参考
に、設置の是非を含め、設計段階
において、慎重に検討してまいり
ます。 

Ｃ 
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庁舎では同項目に「オールジェン
ダートイレの整備など、性別を問
わずだれもが利用しやすい環境を
整備します。」と記されている。 

79 
【p.47 の５ ジェンダー平等を実
現しよう】 

オールジェンダートイレ、または
男女共用トイレがあった場合のメ
リットとして、視力障害者の異性
介助のことがある。言葉でどこに
何があるか、端的に伝えるのはガ
イドヘルプの役目であるけれど、
異性だけしか入れない空間に立ち
入るわけにはいかず、ガイドがで
きない状況が生まれる。また、異
性の小さな子ども連れでも入りや
すいのも共用トイレやオールジェ
ンダートイレではないか。少しス
ペースが取れるならば、個室内に
小さな手洗い場をつくる方法も衛
生面などで抵抗がある人用に良い
かもしれない。すべてをオール
ジェンダートイレ化できないので
あれば、家庭ではほぼ小便器がな
い生活スタイルとなっているこの
国で、男性用個室洋式トイレの個
数と小便器の比率に工夫があって
もよいのではないか。 
議会棟の女性トイレの数が少ない
ようだが、将来女性議員が増える
可能性は大きく、トイレ数は平等
にしてほしい。同時に共用トイレ
やオールジェンダーで使えるトイ
レや多目的トイレは必要である。 
令和４年に制定された「富士見市
パートナーシップの宣誓の取り扱
いに関する要綱」においても「性
自認に関わる性的マイノリティが
富士見市で生活、または転入する
ことを想定していることが定めら
れている。不可視化されているだ
けの子供やユースを含めた性自認
に関わる性的マイノリティが安心
して利用できる新庁舎を期待す
る。 
希少な多目的トイレを使いづらい
トランス当事者らは日々語りきれ
ない苦労をしながら過ごしている
実態がある。県内の自治体に誰も
が安心してトイレを使える庁舎が
できる前例を心から願っている。 

オールジェンダートイレの設置に
ついては、トイレの選択肢を増や
すことや、バリアフリートイレ
（多目的トイレ）への利用者の集
中を避けることにもつながると考
えられますが、課題もあると認識
しておりますので、設置の是非を
含め、設計段階において、慎重に
検討してまいります。 
また、現庁舎におけるトイレ不足
等の課題は、女性用に限ったもの
ではないと考えており、新庁舎で
は、こうした課題を解消し、女
性・男性ともに安全・安心に利用
できる庁舎を目指してまいりま
す。 

Ｃ 
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80 
【p.60の（１）階層構成】 

市役所新庁舎に飲食施設がないた
め、にぎわい機能に飲食可能なカ
フェがあったほうがよいと考え
る。少し前まで、市役所には地下
に食堂があった。飲食店がある
と、市民の憩いの場につながるか
と思うし、窓口手続きの際の待ち
時間にも利用できるかと思う。 

本計画（案）に記載しているとお
り、今後、憩いの機能を補完する
売店やカフェ等の設置を検討して
まいります。 

該当箇所：p.42 ４.新庁舎の導入
機能 ４.１ 導入機能別の整備方
針（７）シンボル機能 ①憩いの場 

Ｂ 

81 
【p.60の（１）階層構成】 

バリアフリートイレを各階に整備
することについては記載がある
が、男女共用トイレやオールジェ
ンダートイレについての記載がな
い。男女別トイレ／オールジェン
ダートイレは、議会関係者や議場
を傍聴する来庁者など、利用する
方々がみな安心して排泄ができる
よう、各層整備を行ってほしい。
低層階だけの場合、集中化は避け
られなくなるので、中・高層階に
も利用できるトイレ設備があると
いうのは平時からメリットが大き
いと思う。 

オールジェンダートイレの設置に
ついては、課題もあると考えてい
るため、設置の是非を含め、設計
段階において、慎重に検討してま
いります。 

Ｃ 

82 
【p.61の（２）ゾーニング】 

来庁者エリアにフリーWi-Fi を整
備することと思う。執務エリアに
ついても、アテンドで入室する来
庁者がいる場合に来庁者が使える
よう Wi-Fi を整備してほしい。来
庁者が立ち入る議場などにも同様
に Wi-Fiを整備してほしい。 

来庁者が利用しやすい庁舎となる
よう、Wi-Fi 環境を整備してまい
ります。具体的な対象エリアにつ
いては、今後、検討を進めてまい
ります。 

 

Ｃ 

83 
【p.61の （２）ゾーニング】 

電気錠については、災害時の非常
電源枯渇の影響を受けないよう
に、デジタル鍵ではなくアナログ
鍵の使用について検討した方が良
いと考える。また、平時でもセ
キュリティレベル向上のために、
アナログ鍵とデジタル鍵の併用を
検討しても良いのではないかと考
える。 

電気錠等の具体的な仕様について
は、ご提案の内容も踏まえ設計の
中で検討してまいります。 

Ｃ 

84 
【p.61 の（２）ゾーニング】 

停電した時などに備え、常時から
電気錠だけではなく、アナログの
鍵も設置すること。 

電気錠等の具体的な仕様について
は、ご提案の内容も踏まえ設計の
中で検討してまいります。 

Ｃ 
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85 
【p.67 の７.５ 今後の事業推進に
向けて】 

理想とする事項が考慮されている
が、このまま実施設計に取り入れ
たならば、予算オーバーとなるこ
とが想定される。よって、ハード
とソフトの両面から総合的に検討
を行い、今後予算限度内に収まる
よう工夫した基本設計の提示を望
む。 

今後においても、コスト面などに
も配慮しながら、事業全体をしっ
かりと管理し、新庁舎の整備に向
け、取り組んでまいります。 

Ｃ 

86 【p.67 の７.５ 今後の事業推進に
向けて】 

不可視化されやすいセクシャルマ
イノリティ（特に生まれた時の性
別に不同調な方々）やインターセ
クショナリティとして複合的に移
動や庁舎利用に困難が伴いがちの
方々に、多様な意見のヒアリング
を行ってほしい。また、作って終
わりではなく、設計後や建設着手
後であっても、使いづらいことが
判明し、改修が行えるものがある
ならばその都度柔軟に対応してほ
しい。 
SNS などを中心としたトランス
ジェンダーのトイレについての情
報には、昨今の世界規模でのトラ
ンスジェンダーへの偏見や嫌悪が
多分に存在しており、根拠不明の
デマも混ざり合いながら拡散され
続けているという現実がある。結
果として排泄場に困っている当事
者は危険な対象と誤解され、更に
不可視化され続けている。ぜひ当
事者の生の声を拾い上げてほし
い。人としてあたりまえの生活が
したいだけなのに属性を理由に差
別し排除されるなどということが
公の施設に起きないよう、もし
も、女性のスペースや女性の権利
がなくなるなどという理由で新庁
舎建設を阻んでくる方などがいた
ならば、県の条例や最高裁の判例
などがあるので、毅然とした対応
をお願いしたい。 

ご意見の趣旨を踏まえ、新庁舎の
整備に当たっては、施設利用者で
ある市民や職員の意見の反映に努
め、だれもが利用しやすい庁舎を
目指してまいります。 
また、柔軟性と可変性に配慮した
空間整備を行うことで、将来の変
化に柔軟に対応できる庁舎を目指
してまいります。 

Ｃ 

 


